
修学旅行等に関わる経費負担調査(開始 2017/7 月)の結果分析

１ 就学援助費の上限額を超えて集金がされた学校の状況

①小学校(上限額 21,490 円)

上限額を超えた集金がされた学校数は 12 校中３校、超えた最高額は 6,510 円だった。

②中学校(上限額 57,590 円)

上限額を超えた集金がされた学校数は８校中６校、超えた最高額は 12,410 円だった。

★小学校は、上限額で収まる計画となっている学校が多く、中学校は超える学校が多い。

２ 就学援助対象経費以外の経費が集金されている状況

①小学校

対象経費以外が集金された学校は12 校中 4校で、その最高額は 583 円だった。

②中学校

対象経費以外が集金された学校は８校中３校で、その最高額は5,787 円だった。

（１校不明）

★対象経費以外経費の集金は半数以下であり、その内容は主に「食事代」とされているよう

だが、「食事代」のうち昼食代は対象経費である。（次頁手引きのイ参照）

３ 集金額以外の保護者負担の状況

（１）自主研修等に要する経費

①小学校

自主研修やクラス・班別行動に要した経費で、集金額以外の保護者負担となっている経費が

ある学校は、12 校中 4校で、その額は 2,000〜2,500 円程度となっている。

②中学校

中学校では 8校中 6校で保護者負担があり、その額は 500円〜6,000 と幅がある。

（２）お土産代等の状況

①小学校

お土産代等で持参が許されている金額が示されている学校は 12 校中 10 校で、その金額は

3,000〜5,000 円である。

②中学校

中学校では 8校中 7校で許されており、その金額は 10,000〜15,000 円程度だが、20,000 円

の学校もあった。

★自主研修費が「見えにくい保護者負担」となっている現状は無いか。

４ 修学旅行行事に支出されている公費

修学旅行行事に支出されている公費は表の通りであるが、保護者負担軽減にどの程度効果

があるかは実態交流が必要である。

５ 現時点での調査総括

小学校では旅行費用が就学援助費上限額に達していない学校が多く、就学援助費の効果

が一定程度認められる。中学校は中規模校以外で就学援助上限額を大きく上回る。小中とも、



集金額以外で必要となる経費の負担が大きく、これらの経費を含めると、中学校では８〜９

万円（旅行用品等の費用を含めるさらに多額になると思われる）の経費を用意しなくてはな

らない実態もあると考えられる。また、経費を持参する場合の費用が就学援助費として申請

できているかどうか検証する必要がある。なお、今回の調査は、前回調査をベースにしてい

たが、回答の仕方がやや複雑であったためかえって調査精度の低下。

参考：修学旅行費に関する規定（手引より転載）

（６）修学旅行費（小学校６年、中学校３年） 修学旅行に要する経費のうち、修学旅行に直接

必要な交通費、宿泊費、見学料、及 び均一に負担すべきこととなる記念写真代、医薬品代、

旅行傷害保険料、添乗員経費、 しおり代、荷物輸送料、通信費、旅行取り扱い料です。

ア 交通費 学校から修学旅行の目的地までの往復のバス賃（駐車料及び高速道路の使用料も 含

む）・鉄道賃・船賃（遊覧船を除く）等の交通機関を利用する交通費の実費です。なお、修

学旅行の一環として、修学旅行に参加した児童生徒全員が、自転車を借り 上げ交通機関の

利用に替えた場合の自転車の借用料は、交通費と考えて支給できま す。

イ 宿泊費

（ア） 宿泊料

（イ） 宿泊にあたり旅館から一定の割合で請求されるサービス料

（ウ） 旅行時の昼食代及び車（船）中泊の場合の食事代（おやつ代を除く）

（エ） 船中宿泊に当たり児童生徒全員が利用することとなる毛布等の寝具 の借上げ料

ウ 見学料

（ア） ガイド料・植物園等の入園料及び観覧料

（イ） 観光バス・遊覧船等の乗車船料

（ウ）修学旅行の見学にあたり必要なしおり代（修学旅行の資料として学 校で作成するしおり

代は除く）に係る経費

エ 次に掲げる経費は補助対象になりません。

（ア） 自由行動中に係る経費及び旅行に最低限必要とされるもの以外の経費

下表は、実施報告書の記載例より転載

ア 交通費 円 キ添乗員経費 円

イ 宿泊費 円 クしおり代 円

ウ 見学料 円 ケ荷物輸送量 円

エ 記念写真代 円 コ通信費 円

オ 医薬品代 円 サ旅行取扱い料 円

カ 旅行傷害保険料 円

57,778 円

シ その他経費 円1,722

1,530
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